
主任技術者の専任等に係る当面の取扱いについて（改正） 

  

主任技術者の専任要件の緩和措置の内容を改正します。 

● 緩和措置の内容 

専任の主任技術者について、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認め

られる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場間の移動距離

が１０ｋｍ程度以内の場合は２件（災害復旧工事等※を含む場合は３件まで）の建設工

事を管理できるものとします。 

また、兼務対象工事に密接な関係のある災害復旧工事等を含む場合は、兼務対象工事

及び主たる営業所が同一の振興局建設部管内（災害復旧工事等以外の建設工事は１０ｋ

ｍ程度以内に近接した工事）にあること。なお、この場合、兼務工事はすべて県発注工

事であること。 

●対象工事 

 ・国、県、市町村等が発注する専任の主任技術者を要する工事 

（県発注工事は専任の主任技術者を要する工事を個別公告で明示）              

※ただし、発注者により兼務が認められている場合に限る。 

●施工にあたり相互に調整を要する工事について 

 ・資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請業者で施工する場合等

も含まれます。 

●適用日 

 ・令和７年２月１日以降に適用 

●その他留意事項 

・兼務する場合は、技術資料として「主任技術者の兼務届出書」の提出が必要です。 

・監理技術者には適用できません。 

・適用日以前に受注契約を行った工事にも適用します。 

・施工中の工事において、新たに受注契約を行った工事で兼務を行う場合は、工事打合

簿等で確認を行うこと。 

 

 

問い合わせ先 

県土整備部 県土整備政策局  

技術調査課 企画調査班 073-441-3082 


